
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　土台、胴差、床梁、桁などの横架材に対する壁下地材と床仕上げ材との納め構造であっ
て、横架材の内側面 に根太受け材を、

固着し、この根太受け材上に根太の一端部を 上記横架材の上
面よりも上方に位置させ 固着すると共に該根太上に床仕上げ材を張設し、さ
らに、上記横架材の上面内側部上に上端部を上記 突出さ
せた状態にして 壁下地受
け材を固着し、 該壁下地受け材の上端部内側面に壁下地材の下端
部を固着していることを特徴とする壁下地材と床仕上げ材の納め構造。
【請求項２】
　

その上面を横架材の上面に一致させた状態
固着し、

壁下地材と床仕上げ材の納め構造。
【請求項３】
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中央部 その上面を横架材の上面よりも下方に位置さ
せた状態にして 、その上面を

た状態にして
床仕上げ材の上面に対して上方に

且つその内側面を横架材の内側面と同一垂直面上に連なるように
床仕上げ材から突出した

土台、胴差、床梁、桁などの横架材に対する壁下地材と床仕上げ材との納め構造であっ
て、横架材の内側面上端部に根太受け材を、 に
して この根太受け材上に根太の一端部を、その上面を上記横架材の上面よりも上
方に位置させた状態にして固着すると共に該根太上に床仕上げ材を張設し、さらに、上記
横架材の上面内側部上に上端部を上記床仕上げ材の上面に対して上方に突出させた状態に
して且つその内側面を横架材の内側面と同一垂直面上に連なるように壁下地受け材を固着
し、床仕上げ材から突出した該壁下地受け材の上端部内側面に壁下地材の下端部を固着し
ていることを特徴とする



　根太の端部下端の角部を断面逆Ｌ字状に切り欠いて該切欠部を根太受け材に係合させた
状態で固着していることを特徴とする請求項１ に記載の壁下地材と床仕上げ
材の納め構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は木造軸組工法によって建築された壁下地材と床仕上げ材の納め構造に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、木造軸組工法によって住宅の建築を行う場合、構造用面材と称されている板状
体を筋かいの代わりに、または筋かいと共に用いて地震や風圧などの水平方向の力に対向
する耐力壁とすることが行われており、例えば、内装壁側においては、図８に示すように
、土台等の横架材 21の内側面に付き合わせ状態で固着している大引 22上に根太 23を架設、
固定し、この根太 23上に床下地材 24を張設する一方、内装壁を形成する壁下地材 25は、そ
の上側縁辺部と両側縁辺部とを構造軸材の内側面に釘着或いはビス止めによって固定され
た構造としている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記のような壁下地板と床下地材との納め構造によれば、壁下地材 25の下
側縁辺部が横架材 21に固着されない構造となっているので、地震時における水平方向の揺
れに対する耐力を充分に発揮させることができないという欠点がある。このような欠点は
、根太 23を横架材 21の下端部側に固定し、該根太 23上に張設した床下地材 24の端部上面か
ら上方に露出している横架材 21の内側面に壁下地材 25の下側縁辺部を添設して固着すれば
解消できるが、このように施工すると、横架材 21が床面から上方に突出した状態となって
、該横架材 21上に対する和室の敷居や洋室のドアの沓摺の取付けや高齢者のためのバリヤ
フリーの床材の形成に支障をきたすという問題点があった。
【０００４】
一方、このような問題点は、図９に示すように横架材 21の内側面に壁下地材 25の下端部を
固着し、該下端部上に根太 23を固着したのちこの根太 23上に床下地材 24の端部を固着した
構造とすることによって解消し得るが、この構造では壁下地材 25を施工する際には床下地
材 24が存在していないために、壁施工の足場の確保ができなく、その上、壁内に配線や配
管の施工作業が行えなくなるという問題点がある。また、いずれの構造においても、壁下
地材と床下地材との施工後において、床仕上げ材の施工を行わなければならない。本発明
はこのような問題点を全面的に解消し得る壁下地材と床仕上げ材の納め構造を提供するこ
とを目的とするものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明の壁下地材と床仕上げ材の納め構造は、土台、胴差、
床梁、桁などの横架材に対する壁下地材と床仕上げ材との納め構造であって、横架材の内
側面に根太受け材を固着し、この根太受け材上に根太の一端部をその上面が上記横架材の
上面よりも上方に位置させて固着すると共に該根太上に床仕上げ材を張設し、さらに、上
記横架材の上面内側部上に上端部を上記根太の上面から突出させた状態にして壁下地受け
材を固着し、該壁下地受け材の上端部内側面に壁下地材の下端部を固着した構造としてい
る。
【０００６】
　 上記壁下地材と床仕上げ材の納め構造において、 根太受け材を、その
上面が横架材の上面よりも下方に位置させた状態で該横架材の内側面中央部に固着してい
ることを特徴とするものであり、請求項 に係る発明は、根太受け材を、その上面が横架
材の上面に一致させた状態で該横架材の内側面上端部に固着していることを特徴としてい
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又は請求項２

さらに、 本発明は
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る。また、請求項 に記載したように、根太の端部下端の角部を断面逆Ｌ字状に切り欠い
て該切欠部を根太受け材に係合させた状態で固着した構造としてもよい。
【０００７】
【作用】
横架材の内側面に固着した根太受け材上に根太の一端部を固着し、この根太上に床仕上げ
材を張設するものであるから、通常の床施工手順と同様に、床仕上げ材の施工が能率よく
行える。さらに、根太の上面が横架材の上面よりも上方に突出しているので、横架材上に
対する和室の敷居や洋室のドアの沓摺の取付けが床仕上げ材の面に合わせて施工できる。
また、横架材の上面内側部上に固着した壁下地受け材の上端部を上記根太の上面から上方
に突出させているので、まず、根太上に床仕上げ材を施工してこの床仕上げ材を足場に利
用しながら壁施工や壁内への配線、配管作業が可能となる。壁下地材は床仕上げ材の施工
後に施工されるが、その際、該壁下地材の左右端縁部を柱等の左右縦軸材の内側面に当て
がい、上端縁部を上側の横架材に、下端縁部を上記壁下地受け材の内側面にそれぞれ釘打
ちによって固着することにより水平耐力に優れた壁構造が得られる。
【０００８】
　さらに、 においては、根太受け材をその上面が横架材の上面よりも下方に位置さ
せて該横架材の内側面中央部に固着しているので、床全体を低位置に施工することができ
る一方、請求項 に係る発明においては、根太受け材をその上面が横架材の上面に一致さ
せて横架材の内側面上端部に固着しているので、床全体を高位置に施工することができ、
従って、床面の高さを上記低位置と高位置間の範囲内で自由に設定し得る。
【０００９】
　また、請求項 に記載したように、根太の端部下端の角部を断面逆Ｌ字状に切り欠いて
該切欠部を根太受け材に係合させた状態で固着した構造とすることによって、根太受け材
に根太を強固に固定することができ、この根太上に床仕上げ材を張設することによって水
平耐力を発揮する床構造を構成することができる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の具体的な実施例を図面について説明すると、図１～図３は木造軸組工法に
よって施工された壁構造と床構造を示すもので、壁構造は、左右に一定間隔を存して立設
した柱或いは間柱からなる縦軸材１、 1aと上下に一定間隔を存して並設した土台や胴差、
梁、桁などの横架材２、 2aとを組み合わせ接合してなる方形枠状の構造軸材の内外面（以
下、室外側に向けた面を外側面、室内側に向けた面を内側面とする）に、構造用合板やパ
ーティクルボード、シージングボード、ＯＳＢ（オリエンテッドストランドボード）、Ｖ
ＳＦ（火山性ガラス質複層板）等の面材耐力壁として適した板材よりなる縦長方形状の外
側壁下地材３と内側壁下地材４とを張設してなるものである。
【００１１】
一方、床構造は、一階側においては土台などの横架材２と該横架材２から室内側に向かっ
て一定間隔を存して並設した大引きや梁などの横架材 2bとの間に床下地材を兼ね備えた根
太５を架設してその両端部をこれらの横架材２、 2bに固定、支持させると共に上記根太５
を横架材の長さ方向に一定間隔毎に並設して隣接する根太５、５の上面間に合板やパーテ
ィクルボードなどの板材を介してまたは直接、化粧単板貼り合板からなる床仕上げ材６を
施工してなるものであり、二階側においては一階側と同一の床構造としてもよいが、図に
おいては横架材 2aに端部を突き合わせ状に固着してなる隣接する床梁７、７の上面間に床
根太８、８を該床梁７の長さ方向に一定間隔毎に架設、固着し、これらの床根太８の上面
に床仕上げ材 6aを施工してなるものである。
【００１２】
上記外側壁下地材３はその四方周縁部を方形枠状の構造軸材を構成した左右縦軸材１、 1a
と上下横架材２、 2aの外面に釘打ちによって固着して水平耐力を有する壁下地材３の納め
構造を構成している。一方、内側壁下地材４はこの下地材４を施工する前に上記床仕上げ
材６を施工して作業足場を確保し得る構造となっており、かつ該内側壁下地材４も水平耐
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力を有する納め構造を構成している。
【００１３】
これらの内側壁下地材４と床仕上げ材６の納め構造を説明すると、土台である横架材２の
内側面中央部に角棒形状の根太受け材９を、その上面を横架材２の上面から一定寸法だけ
下方に位置させた状態で水平に添接してビス又は釘打ちにより横架材２に固着してあり、
さらに、この横架材２の上面における内側、即ち、室内寄り側の上面部に同じく角棒形状
の壁下地受け材 10を、その内側面が横架材２の内側面と同一垂直面上に連なるように載置
した状態で釘打ち又はビス止めすることによって固着している。なお、壁下地受け材 10の
施工は、横架材２の内側稜角部、即ち、室内側の上側稜角部を定規に使用して該稜線角部
に壁下地受け材 10の内側面における下側稜角部を合わせることによって簡単且つ精度よく
行うことができる。
【００１４】
また、上記横架材２から室内側に一定間隔を存して該横架材２と平行にして上面が上記根
太受け材９の上面と同一水平面上となるように大引きからなる横架材 2bを固定してあり、
これらの根太受け材９と横架材 2bの上面間に上記床下地材を兼ね備えた根太５を複数本、
横架材の長さ方向に一定間隔毎に架設してその両端部を根太受け材９と横架材 2bに釘打ち
することによって固着している。そして、並設した根太５、５の上面間に床仕上げ材６を
架設状態に張設し、針、ビス、場合によっては接着剤を併用して根太５に固着している。
【００１５】
一方、土台である横架材２の上面内側部上に固着した上記壁下地受け材 10は、上端部を該
床仕上げ材６の上面に対して上方に突出させてその上面の高さを床仕上げ材６の床面より
も高くなるように形成されており、床仕上げ材６から突出した該壁下地受け材 10の上端部
内側面に内側壁下地材４の下端部を当接させてビス又は釘打ちにより固着している。この
内側壁下地材４の上端部は上側横架材 2aの内側面又は該横架材 2aの下面に固着した上側壁
下地受け材 11の内側面に同じく或いはビス又は釘打ちにより固着されている。
【００１６】
内側壁下地材４の施工は上述したように、床仕上げ材６の施工後に該床仕上げ材６を作業
足場に利用して室内側から行うことができ、また、爾後の壁内への配線、配管作業も同様
にして行うことができる。なお、この内側壁下地材４の左右両端部は隣接する縦軸材１、
1aの内側面に固着している。
【００１７】
図４、図５は本発明の別な実施例を示すもので、上記実施例においては、横架材２の内側
面に固着した根太受け材９をその上面が横架材２の上面よりも下方に位置するように横架
材２の内側面中央部に固着しているが、この実施例においては根太受け材９の上面を横架
材２の上面に面一状態にして固着しているものである。また、横架材２から室内側に一定
間隔を存して該横架材２と平行に配設、固定してなる大引きからなる横架材 2bを、その上
面が根太受け材９の上面に同一水平面上に一致するように軸組してあり、これらの根太受
け材９と横架材 2bの上面間に上記実施例と同じく床下地材を兼ね備えた根太５を複数本、
横架材の長さ方向に一定間隔毎に架設してその両端部を根太受け材９と横架材 2bに釘打ち
することによって固着し、並設した根太５、５の上面間に床仕上げ材６を架設状態に張設
して針、ビス又は場合によっては接着剤を併用して根太５に固着している。
【００１８】
一方、壁下地受け材 10は上記実施例と同じく、その内側面を横架材２の内側面と同一垂直
面上に連設した状態にして横架材２の上面における内側部上に固着してあり、内側壁下地
材４はその上端部を上側の横架材 2aの内側面下部に当接させると共に下端部を上記根太５
上に張設した床仕上げ材６の上面から突出している壁下地受け材 10の内側面に当接させ且
つ下端面を床仕上げ材６の端部上面に突き当て状態にして張設してその上下端部を上側横
架材 2aと壁下地受け材 10にビス又は釘打ちにより固着している。
【００１９】
従って、この床仕上げ材６の納め構造によれば、横架材２の上面から下方における該横架
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材２の内側面に根太受け材９を固着してなる上記実施例に比べて、根太受け材９を上位置
に固定しているから、床全体を高位置に施工することができるものである。その他の構造
については上記実施例と同様であるのでその説明を省略する。
【００２０】
図６は本発明のさらに別な実施例を示すもので、根太５の両端下部の角部を断面逆Ｌ字状
に切欠き、その切欠部 12、 13を根太受け材９と室内側の横架材 2bとの対向する上側角部に
係合させ、この状態でその両端部を根太受け材９と横架材 2bに釘打ちすることによって固
着しているものである。このように、根太５の両端部下端の角部を断面逆Ｌ字状に切り欠
いて該切欠部 12、 13を根太受け材９と横架材 2bにそれぞれ係合、固着した構造とすること
によって、根太５が強固に固定され、従って、この根太５上に張設した床仕上げ材６が優
れた水平耐力を発揮する床構造を構成することができるものである。
【００２１】
なお、以上のいずれの実施例においても床仕上げ材６の端面を横架材２の上面内側部上に
固着した壁下地受け材 10の内側面に当接状態にして固着しているが、図７に示すように、
該床仕上げ材６の端面を壁下地受け材 10の内側面から内側壁下地材４の厚み以上の間隔 14
を存した状態にして根太５上に張設しておいてもよい。
【００２２】
【発明の効果】
以上のように本発明の壁下地材と床仕上げ材の納め構造によれば、横架材の内側面に根太
受け材を固着し、この根太受け材上に根太の一端部をその上面が上記横架材の上面よりも
上方に位置させて固着すると共に該根太上に床仕上げ材を張設し、さらに、上記横架材の
上面内側部上に上端部を上記根太の上面から突出させた状態にして壁下地受け材を固着し
、該壁下地受け材の上端部内側面に壁下地材の下端部を固着してなるものであるから、根
太が床下地材としての機能を兼備して床仕上げ材の施工性、ひいては住宅の建築が能率よ
く行うことができるものである。
【００２３】
さらに、根太受け材上に架設された根太の上面が横架材の上面よりも上方に突出している
ので、横架材上に対する和室の敷居や洋室のドアの沓摺の取付けが床仕上げ材の面に合わ
せて施工できるものであり、その上、横架材の上面内側部上に固着した壁下地受け材の上
端部を上記根太の上面から上方に突出させているので、まず、根太上に床仕上げ材を施工
してこの床仕上げ材を足場に利用しながら壁施工や壁内への配線、配管作業が可能となり
、一方、壁下地材は床仕上げ材の施工後に施工されるが、その際、該壁下地材の左右端縁
部を柱等の左右縦軸材の内側面に当てがい、上端縁部を上側の横架材に、下端縁部を上記
壁下地受け材の内側面にそれぞれ釘打ちによって固着することにより水平耐力に優れた壁
構造が得られるものである。
【００２４】
　また、請求項 に係る発明によれば、根太受け材をその上面が横架材の上面よりも下方
に位置させて該横架材の内側面中央部に固着しているので、床全体を低位置に施工するこ
とができるものであり、請求項 に係る発明においては、根太受け材をその上面が横架材
の上面に一致させて横架材の内側面上端部に固着しているので、横架材の内側稜角部を定
規として該稜角部に合わせて根太受け材を取り付けることができ、その施工性が良好とな
るばかりでなく床全体を高位置に施工することができるものであり、従って、床面の高さ
を上記低位置と高位置間の範囲内で自由に設定し得るものである。
【００２５】
　また、請求項 に記載したように、根太の端部下端の角部を断面逆Ｌ字状に切り欠いて
該切欠部を根太受け材に係合させた状態で固着した構造とすることにより根太受け材に根
太を強固に固定することができ、従って、この根太５上に張設した床仕上げ材６が優れた
水平耐力を発揮する床構造を構成することができるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】壁下地材と床仕上げ材との納め構造を示す簡略斜視図、
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【図２】その簡略縦断正面図、
【図３】図２における要部の拡大縦断正面図、
【図４】本発明の別な実施例を示す簡略縦断正面図、
【図５】その要部の拡大縦断正面図、
【図６】根太の架設構造の変形例を示す簡略縦断正面図、
【図７】床仕上げ材の張設状態の変形例を示す簡略縦断正面図、
【図８】従来の壁構造の一例を示す簡略縦断側面図、
【図９】従来の壁構造の別な例を示す簡略縦断側面図。
【符号の説明】
１、 1a　縦軸材
２、 2a、 2b　横架材
４　内側壁下地材
５　根太
６　床仕上げ材
９　根太受け材
10　壁下地受け材
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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